
沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点① 立地適正化計画の必要性に関する記述追加（P２～P3）

人口減少が市民生活に及ぼす影響や、「まちのまとまり」を形成する必要性について記載を追加し、本計画の必要性を改めて認識
していただけるよう修正しました。あわせて、「まちのまとまり」に関する誤解と正しい考え方を整理して掲載することで、本計画の趣
旨が正確に伝わるよう変更しました。

＜変更案＞

【資料１】



沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点② まちづくりの方針・目指すべき都市の骨格構造の設定の加筆（P27）

「まちづくりの方針」と「目指すべき都市の骨格構造」が明確に区別できるよう、レイアウトの見直しを行いました。また、まちづくりの
基本理念及び方針に関する記載を加えることで、本計画の趣旨がより分かりやすく伝わるよう変更しました。

＜変更案＞＜以前の資料＞



沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点③ 地域生活拠点の維持と活性化に関する記述追加（P37）

都市機能誘導区域および居住誘導区域の外側、ならびに地域生活拠点に設定している白沢・利根地区以外の地区に対する方針
について、沼田都市計画マスタープランの内容を引用して追記しました。これにより、本計画の趣旨がより分かりやすく伝わるよう変
更しました。

＜変更案＞



沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点④ 都市機能誘導区域および居住誘導区域図のレイアウトの変更（P44～P45）

ハザードエリアの表示を省略し、新たにランドマークを追加することで、区域の位置関係が把握しやすく、より見やすい図となるよう
変更しました。

＜変更案＞＜以前の資料＞



沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点⑤ 具体的な取組・スケジュールの設定のレイアウトの変更（P80～P81）

実施期間（短期・中期・長期）の表示方法を矢印表記に変更することで、取組の流れや期間が直感的に把握しやすい、より見やす
い図となるよう修正しました。

＜変更案＞＜以前の資料＞



沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点⑥ 評価指標及び目標地の設定の変更（P82）

より沼田市の現状に即した目標値とするため、見直しを行いました。
まず、「居住誘導区域内の人口密度」につきましては、市総人口に占める居住誘導区域内の人口割合を用いて、居住誘導区域内
の人口密度を再算出し、基準値および目標値を変更しております。
また、「居住誘導区域内における地価公示平均価格」につきましては、これまでの地価調査、いわゆる県の基準地価格に加え、国土
交通省による地価公示の標準地価格も用いることで、より実態に近い目標値となるよう設定いたしました。

＜変更案＞＜以前の資料＞



沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点⑥ ＜以前の資料＞



沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点⑥ ＜変更案＞



沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点⑥ ＜以前の資料＞



沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点⑥ ＜変更案＞



沼田市立地適正化計画（案）に関する主な変更点について

変更点⑦、策定経過及び策定委員会、策定協議会の設置要綱資料の追加（P84～P88）

策定経過につきまして、会議ごとの内容が分かるよう、これまでよりも詳細に整理し、資料として追加しております。
あわせて、策定委員会および策定協議会の設置要綱につきましても、新たに掲載いたしました。

＜変更案＞
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